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１ 重要な指摘事項に係る措置事項 

１－１ 財政的援助団体関係 

【団体に対するもの】 

監 査 対 象 団 体 医療法人公和会 

所 管 課 医務課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年６月 22 日 

（監査の結果） 

【佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金関係】 

（１）実績報告書が不適正で過大に補助金を受

領しているものがあった。 

   実績報告書において、補助対象外経費で

ある外構工事費を補助対象経費として算入

し、過大に補助金を受領していた。 

 

     過大補助金受領額  13,664,000 円 

 

     補助対象経費   補助金額 

（正）  782,673,795 円  391,336,000 円 

（誤）  810,000,000 円  405,000,000 円 

（差額） 27,326,205 円    13,664,000 円 

（措置の内容） 

 

○ 令和６年３月４日付けで補助金実績報告

書を再提出した。 

この補助金実績報告書に基づき、県から

令和６年３月５日付けで訂正した金額で補

助金の額の確定を受けた。 

(訂正後の確定補助金額 391,336,000 円） 

 

超過交付された補助金は、令和６年３月

29 日に返還した。 

 

（返還補助金額  13,664,000 円） 
今後は、補助金申請に係る書類のダブル

チェックを徹底する。 

 

【所管課に対するもの】 

所 管 課 医務課 

監 査 対 象 団 体 医療法人公和会 

（監査の結果） 

【佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金関係】 

（１）補助金事務に関し、適正でないものが

あった。 

補助対象外経費である外構工事費を補

助対象経費として算入した実績報告書を

受理し、補助金の額の確定を行い、過大

に補助金を交付していた。 

 

   過大補助金交付額  13,664,000 円 

  

    補助対象経費  補助金額 

（正） 782,673,795 円 391,336,000 円 

（誤） 810,000,000 円 405,000,000 円 

（差額） 27,326,205 円  13,664,000 円 

（措置の内容） 

○ 令和６年３月４日付けで補助金実績報告

書の再提出があったため、この補助金実績

報告書に基づき、確定補助金額の訂正を行

った。 

（訂正後の確定補助金額 391,336,000 円） 

 

過大に交付した補助金は、令和６年３月

29 日に返還された。 

（返還補助金額  13,664,000 円） 

・補助金事務の審査を徹底する。 

・令和６年４月１日付けで補助金交付要綱の

改正を行った。 

（経費所要額精算書等において、総事業費と

補助対象事業費を区分するために、補助対

象事業費を記載する欄を設けた。） 



- 2 - 

 

２ その他指摘事項・検討事項に係る措置事項 

２－１ 各団体に対するもの 

【財政的援助団体】 

監 査 対 象 団 体 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 

所 管 課 医務課（医療人材対策室） 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年 10 月 13 日 

（監査の結果） 

【佐賀県ドクターヘリ運航事業費補助金関係】 

（１）補助対象経費の算定について、以下の

誤りがあった。 

① 人件費の算定方法（按分計算の方法）

の誤り 

補助対象経費である給与費の実支出額

算定における按分計算で、按分割合につ

いては分母が年間勤務日数、分子がドク

ターヘリ業務従事日数となるところ、分

子の数値が出動回数となっていた。 

１日に複数回出動するケースが存在す

ることから、結果として、補助対象経費

が過大に報告されていた。 

 

② 人件費に係る表計算ソフトの不適切な

取扱いによる集計誤り 

補助対象経費である給与費を表計算ソ

フトで集計する際、集計に含めるべきで

はない金額が入力された行が非表示とな

っていたため、当該行の金額を誤って集

計に含めていた他、一部の数値に誤りが

あった。これにより、給与費の金額が過

大に算定され、補助対象経費が過大に報

告されていた。 

補助対象経費 

（正）11,293,035 円 （誤）14,588,953 円 

（差額） 3,295,918 円   

差額の内、 

①の影響による金額：2,559,637 円 

②の影響による金額：  736,281 円 

     なお、実支出額が基準額を上回っている

ことから、当該過大報告は補助金額には影

（措置の内容） 

 

 

 

○ 按分割合について、分子はドクターヘリ

業務従事日数に修正した。今後は複数人で

確認することとした。 

 

 

 

 

 

 

  

 

○ 前年度に使用したエクセルシートに上書

きせず、毎年度新たなシートで集計するこ

ととし、あわせて集計後は複数人で確認を

行うこととした。 
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響していない。 

 

監 査 対 象 団 体 学校法人星生学園 

所 管 課 法務私学課 （私立中高・専修学校支援室） 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年８月 29 日 

（監査の結果） 

【佐賀県私立学校施設整備費補助金（令和３年度）

関係】 

（１）補助事業に係る財産の処分に関し、適

正でないものがあった。 

団体は、補助事業により整備した施設

に、手続上必要と規定されている知事の

承認を得ず、かつ不特定の債権を担保す

る根抵当権を設定していた。 

 

（措置の内容） 

 

 

○ 根抵当権の債権範囲を特定するために、金

融機関と協議し、元本確定の手続きを行

い、県に財産処分承認申請を提出し、令和

６年３月 18 日付けで承認を受けた。 

○ 今後、補助事業の実施にあたっては、交付

の条件を十分に確認し、遵守するよう徹底

する。 

 

監 査 対 象 団 体 学校法人旭学園 

所 管 課 
法務私学課（ 私立中高・専修学校支援室）、 

長寿社会課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年 10 月 11 日 

（監査の結果） 

【佐賀県私立高等学校等入学金等減免補助金関係】 

（１）補助金交付申請書の提出期限経過後に

交付申請書を提出していた。 

 

補助金交付要綱に基づき設定された補

助金交付申請書の提出期限の経過後に、

交付申請書を提出していた。 

 

【佐賀県内介護事業所と留学生とのマッチング事業

費補助金関係】 

（２）補助対象経費の支出手続で不適切な事

務処理があった。 

 

補助金交付要綱に従えば入札によるべ

きであった下記①の取引に係る契約先選

定において、入札を実施していなかっ

た。 

また、下記②の取引について、補助金

交付要綱において随意契約によることが

（措置の内容） 

 

○ 補助金の申請期限を複数の職員で共有す

るとともに、補助金進行管理表を作成して

進行管理を行うこととし、再発防止に努め

る。 

  

 

 

 

 

〇 今後、補助金交付要綱に則り、適正な執

行に努める。 
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可能とされているが、契約先の選定に当

たって２者以上による見積り合わせを実

施しなければならないところ、見積書を

徴取せずに単一業者との随意契約を行っ

ていた。 

① 留学生と県内介護事業所のマッチング

に係る委託（単価契約） 

年間推定金額 100,000 円（単価） 

×20 人（留学生数）＝2,000,000 円 

 

② 留学生募集ＰＲ動画の作成委託 

  予定価格 400,000 円 

 

監 査 対 象 団 体 ＮＰＯ法人ＷｅⅮ 

所 管 課 さが創生推進課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年６月 28 日 

（監査の結果） 

【さが自発のチャレンジモデル創出事業交付金関係】 

（１）実績報告書の添付書類に不備があっ 

た。 

実績報告書の添付書類として所管課に

提出された委託業務に係る証拠資料に、

後日確認できたものの以下の不備があっ

た。 

 

・随意契約の選定理由書における契約

日が、県の事前着手承認期間より前の

日付になっていた。（契約書や請書が作

成されておらず、当該選定理由書が契

約日を確認できる唯一の書類であっ

た。また、業務委託仕様書によれば、

委託業務の開始時期は契約日とされて

いた。） 

・業務委託仕様書記載の業務の一部

が、完了報告書に記載されていなかっ

た。 

・請求書の日付が完了報告書の業務完

了日より前の日付となっていた。 

 

これらの書類は、受託業者が団体に提

（措置の内容） 

 

○ 今後は、十分に精査し同様の誤りが生じ

ないよう努める。 
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出したものであるが、不備の箇所は容易

に発見可能なものであり、証拠資料につ

いては内容を確認の上、適正な資料を提

出するよう留意されたい。   

 

 

監 査 対 象 団 体 一般社団法人佐賀県介護福祉士会 

所 管 課 長寿社会課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年６月 19 日 

（監査の結果） 

【佐賀県介護職員キャリア研修事業費補助金関係】 

（１）実績報告が不適正で過大に補助金を受

領しているものがあった。 

 

   補助対象経費のうち団体の会員に対す

る報償費について、過大な金額を計上

し、補助金を過大受給していた。 

   補助対象経費（関係部分のみ） 

        （正）   24,000 円 

        （誤）  570,240 円 

（差額＝過大受給額）546,240 円 

 

（措置の内容） 

 

○ 令和５年 11 月 13 日に、実績報告書（訂

正）を再提出し、過大受領した補助金につ

いて返還手続きを行った。 

  今後は、団体の規程に則り、適正な執行

に努める。 

 

 

監 査 対 象 団 体 学校法人鳥栖学園 

所 管 課 こども未来課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年６月 12 日 

（監査の結果） 

【佐賀県私立幼稚園運営費補助金関係】 

（１）実績報告が不適正で過大に補助金を受

領しているものがあった。 

補助金算定に必要な基準額を算定する

際に、本務教員の勤務月数や処遇改善手

当等の金額を誤って実績報告を行い、過

大に補助金を受領していた。 

                  

補助金額  （正）33,300,000 円 

（誤）33,509,000 円 

（差額）   209,000 円 

 

（２）補助事業に要する経費の算定に誤りが

（措置の内容） 

 

〇 実績報告書を令和５年６月７日に再提出

し、令和５年６月９日に額の確定を受け、

過大受領分は令和５年６月 22日に返納し

た。今後の再発防止にあたり、園長と理事

長で二重で確認しチェック機能を強化さ

せ、基準額の算定を適切に行うようにす

る。 

 

 

 

 

○ 実績報告の際、申請時からの変更が生じ
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あった。 

補助事業に要する経費は、人件費支出

や経費支出の合計額から市町等補助金収

入を差し引いて算定するところ、実績報

告において以下の誤りがあった。なお、

当該誤りによる補助金額への影響はなか

った。 

① 人件費支出について、実績報告書に

は決算見込み額を記載すべきところ、

予算額を記載していた。 

② 市町等補助金収入に教育支援体制整

備事業費交付金が含まれていなかっ

た。 

ていないか改めて確認するとともに、経費

の算定を適切に行うようにする。 

 

監 査 対 象 団 体 医療法人社団真仁会 

所 管 課 医務課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年６月 26 日 

（監査の結果） 

【佐賀県回復機能病床整備事業費補助金関係】 

（１）補助事業に係る財産の処分に関し、適

正でないものがあった。 

補助事業により整備した施設に対する

抵当権の設定には知事の承認が必要な旨

補助金交付要綱に明記されているにもか

かわらず、当該医療法人社団は、知事の

承認を得ず、かつ抵当権及び不特定の債

権を担保する根抵当権を設定していた。 

（措置の内容） 

 

〇 根抵当権については、令和５年 10月 31

日に解除した。 

 

○ 令和６年３月６日付けで施設への抵当権

設定の承認申請書を県へ提出した。 

抵当権については、令和６年３月８日付

けで承認された。 

 

 

監 査 対 象 団 体 塩田東部土地改良区 

所 管 課 農地整備課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年８月７日 

（監査の結果） 

【佐賀県地域農業水利施設ストックマネジメント事

業補助金関係】 

（１）補助金交付決定後に補助事業の内容を

変更するに当たり、交付要綱に定められ

た県の承認を受けていなかった。 

補助金の交付決定は、補助金交付申請

書記載の事業内容に対して行われてお

り、事業内容を変更する場合は原則とし

（措置の内容） 

 

 

〇 再発防止のため、補助金交付要綱に基づ

き適正な事務の執行に努める。  
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て当該変更について補助金交付者の承認

を得る必要がある。当該補助制度上、交

付要綱が定める「軽微な変更」について

は当該承認が不要とされているが、本件

はそれに該当せず、事業内容の変更に係

る承認を受ける必要があった。 

 

補助金交付申請時の事業量（計画） 

：制水門１箇所、用水施設２箇所の整備 

実績報告書における事業量（実績） 

：制水門２箇所、用水施設５箇所の整備 

 

本補助金に係る交付決定は、制水門１

箇所及び用水施設２箇所の整備に係る経

費に対してのみなされており、変更承認

なく追加で実施した箇所に係る経費につ

いては、原則として補助対象とならな

い。 

 

 

監 査 対 象 団 体 独立行政法人日本貿易振興機構 

所 管 課 流通・貿易課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年６月 16 日 

（監査の結果） 

【日本貿易振興機構佐賀貿易情報センター運営負担

金関係】 

（１）県及び独立行政法人日本貿易振興機構

（以下「機構」という。）が締結した協

定には、協定書の記載内容に変更があっ

た場合、新たな協定を締結する旨規定さ

れているにもかかわらず、協定を締結し

ていなかった。 

    

平成 26 年４月１日付けで県及び機構が

締結した協定の第４項には「別紙の記載

内容（注：機構佐賀貿易情報センターの

運営経費の負担割合等）に変更が生じた

場合、本協定書を無効とし、新たに協定

を締結するものとする。」と規定されてい

る。しかし、平成 30 年６月に同センター

（措置の内容） 

 

 

○ 佐賀県との新たな協定書を令和５年 11月

１日付けで締結した。 
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の運営経費の負担割合等に変更があった

にもかかわらず、県及び機構は、新たな

協定を締結していなかった。 

【経費の負担割合】 

○平成 26 年４月締結の協定 

・借館料 

原則として機構と県とで折半。ただ

し、1,597 千円まで全額機構の負担と

し、機構の負担額は 3,194 千円を上限。 

・人件費 

   同センターの所長１名分は機構が負

担。所員１名分は県が負担。 

・事務諸費 

   県が 472 千円まで負担。左記金額を超

過する額は機構が負担。 

・事務所運営強化促進費 

   県が負担（682 千円）。 

○平成 30（2018）年６月の変更 

・基礎的活動経費（人件費、管理費（事

務諸費、事務所運営強化促進費）及び借

館料）の半額以上を県が負担。 

 

 

  



- 9 - 
 

 

【公の施設の指定管理者】 

監 査 対 象 団 体  株式会社ＶＩＬＬＡＧＥ ＩＮＣ 

所 管 課 МＩＧＡＫＩチーム 

監 査 執 行 年 月 日  令和５年 11 月９日 

（監査の結果） 

【公の施設の管理（佐賀県波戸岬海浜公園）関係】 

（１）備品の管理で不適切なものがあった。 

指定管理者が所有する備品（パソコ

ン）を指定管理施設に持ち込み、管理運

営業務の用に供しているが、指定管理に

係る協定書において作成することとなっ

ている管理簿を作成していなかった。 

 

（措置の内容） 

 

○ 指定管理者が所有する備品の管理簿を作

成した。今後、適切に管理を行っていく。 

 

監 査 対 象 団 体 一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会 

所 管 課 障害福祉課 

監 査 執 行 年 月 日 令和５年７月 13 日 

（監査の結果） 

【公の施設の管理（佐賀県聴覚障害者サポートセン

ター）関係】 

（１）指定管理委託に係る事務で不適切なも

のがあった。 

 

指定管理事業のうち聴覚障害者理解促

進事業について、令和４年度事業計画で

は年 12 回の講演を行うこととしていた

が、新型コロナウイルス感染症流行の影

響により 12 回の講演が１回、しかもイン

ターネットでの開催となり、指定管理に

係る事業費が減少しているが、県に報告

が行われていなかった。 

指定管理施設の管理運営に係る協定書

では、委託料を変更する特別な事情が生

じた場合は、県と指定管理者が協議の

上、委託料の額を定めることとされてい

るが、当該協議がなされていなかった。 

 

（措置の内容） 

 

 

○ 今後、指定管理施設の管理運営に係る協

定書に基づき、適切に報告・協議を行うこ

とを徹底する。 
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２－２ 各所管課・関係課に対するもの 

【財政的援助団体関係】 

所 管 課 法務私学課 （私立中高・専修学校支援室） 

監 査 対 象 団 体 学校法人星生学園 

（監査の結果） 

【佐賀県私立学校施設整備費補助金（令和３年度）

関係】 

（１）補助金事務や補助事業に関する団体に対

する指導で不適切なものがあった。 

 

  借入れに伴う抵当権設定についての所

管課による確認及び指導が不十分であっ

たため、当該学校法人は、補助事業により

整備した施設に、手続上必要と規定されて

いる知事の承認を得ず、かつ不特定の債権

を担保する根抵当権を設定していた。 

 

（措置の内容） 

 

 

○ 債権範囲を特定するために根抵当権の元

本確定を行い、知事に財産処分承認申請を

提出するよう指導し、令和６年３月 18日に

承認した。 

 

〇 今後は、交付申請書の審査で使用するチ

ェックシートに借入金、抵当権設定の項目

を追加し、同様の事例が発生しないよう事

前確認及び指導を徹底する。 

 

〇 また、補助金交付要綱に財産処分の制限

について、具体的内容を明記する改正を令

和６年４月 25日に行った。 

 

所 管 課 法務私学課 （私立中高・専修学校支援室） 

監 査 対 象 団 体 学校法人旭学園 

（監査の結果） 

【佐賀県私立高等学校等入学金等減免補助金関係】 

（１）補助金交付申請書の提出期限経過後に交

付申請書を受理していた。 

 

   補助金交付要綱に基づき設定した補助

金交付申請書の提出期限が経過している

にもかかわらず、その事実を看過し補助金

交付申請書を受領していた（監査時点まで

期限経過後の受領について未認識であっ

た）。 

期限を経過して提出された交付申請の

受理に当たっては、その取扱いについて、

補助制度の目的、補助事業の遂行可能性、

補助事業者間の公平性等に照らし問題が

ないか検討し、慎重に判断する必要があっ

た。 

（措置の内容） 

 

○ 同様の事例が発生しないよう申請書類の

確認方法（会計事務チェックシートの活

用）について所属内で周知徹底を図った。 
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  （２）団体から提出された変更承認申請書

について、必要な事務処理を行っていなか

った。 

 

   団体から、当該補助金に係る変更承認申

請書が提出されていたが、所管課は、これ

に対応して実施すべき事務処理を行って

いなかった。 

   具体的には、補助事業者が、交付要綱に

従い適切に変更承認申請書を提出したに

もかかわらず、所管課は、下記「実施すべ

き事務処理」のうち②及び③の事務を行っ

ていなかった。 

   なお、最終的な補助金交付額は、補助事

業の実績報告書に照らして適正な金額と

なっており、上記事務処理の漏れは補助金

額には影響していない。 

 

（変更承認申請書提出以降に実施すべき

事務処理） 

   ① 変更承認申請書の受領・受理 

  ② 変更承認申請書の内容を審査し、承

認又は不承認を決定 

   ③ 承認又は不承認の結果を団体に通 

    知 

   ④ 団体から補助事業の実績報告書を

受領 

   ⑤ 実績報告書の内容を審査し、補助金

額を確定 

   ⑥ 団体に対し補助金額の確定を通知 

⑦ 団体が既に交付を受けた金額と補

助金確定額とに差異がある場合、追加

交付又は返還により最終的な交付額

と補助金確定額とを一致させる 

 

 

○ 同様の事例が生じないよう今回の指摘内

容及び必要な事務処理についてフロー図を

作成し、要因と対応策を明らかにし職員へ

の周知徹底を図った。 
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所 管 課 さが創生推進課 

監 査 対 象 団 体 高島島づくり事業実行委員会ほか４団体 

（監査の結果） 

【島のおもてなし推進事業費補助金関係】 

（１）補助金交付要綱に関し、不適切な部分

があった。 

 

 ① 補助対象経費が消費税法上の課税仕

入に該当し、かつ補助事業者が消費税

及び地方消費税の課税事業者である可

能性があったにもかかわらず、補助金

交付要綱において仕入税額控除に関す

る取扱いが規定されていなかった。 

 

② 補助金交付要綱における補助率につ

いて、10/10 と表記すべきところ、定額

と表記されていた。 

 

（措置の内容） 

 

〇 今後は、同様の誤りが生じないよう、補

助金交付要綱作成の際には、「補助事業チェ

ックリスト」を活用し、内容に不備が無い

かをチェックするとともに、起案文書に添

付することにより、担当者だけでなく、決

裁ラインにおいても確認を徹底するよう改

善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 管 課 さが創生推進課 

監 査 対 象 団 体 ＮＰＯ法人ＷｅＤ 

（監査の結果） 

【さが自発のチャレンジモデル創出事業交付金関

係】 

（１）実績報告書の審査が不十分なものがあ

った。 

 

以下の経費について、後日確認できたも

のの証拠資料の不備を見落としたまま交付

金対象経費として認めていた。   

【経費の概要】 

経費の種類：委託費 

委託先  ：Ａ氏（個人） 

委託内容 ：①居場所カフェの運営 

②イベント開催に関するコ

ンサル指導 

委託料  ：960,000 円 

 

（措置の内容） 

 

 

〇 実績報告書の審査においては、「補助事業

チェックリスト」を活用し、同様の誤りが

生じないよう十分に確認を行う。 
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  【証拠資料の不備】 

・随意契約の選定理由書における契約日

が、県の事前着手承認期間より前の日付

になっていた。（契約書や請書が作成さ

れておらず、当該選定理由書が契約日を

確認できる唯一の書類であった。また、

業務委託仕様書によれば、委託業務の開

始時期は契約日とされていた。） 

  ・業務委託仕様書記載の業務の一部が、

完了報告書に記載されていなかった。 

  ・請求書の日付が、完了報告書の業務完

了日より前の日付となっていた。 

 

   上記の不備は、実績報告書の審査にお

いて、その経費が対象経費に該当するか

否かや、経費の実在性を確認するための

基本的な項目に係るものである。さら

に、当該経費は『取引相手が団体の創設

メンバーで、交付事業開始前に団体を離

脱した者』、『ソフト業務の委託』、『事業

完了報告書に詳細な記載がない』といっ

た多くのリスク要因が存在し、審査上注

意を要する経費であった。それにもかか

わらず、実績報告書の審査において上記

の不備を見落としていたことは、補助金

等交付者に求められる注意義務を十分に

果たしていたとはいえず、不適切であ

る。 

 

（２）交付金事務に関し、適正でないものが

あった。 

   所管課は、団体からの交付金事務に関

する相談に対し不適切な対応を行い、支

払の事実が認められない経費を交付金対

象経費として認めていた。（６月２９日

支払確認済） 

    

上記（１）の経費について、団体は、

資金不足から、委託料の支払を「当該委

託先から借り入れる形」で事務処理する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 今後は、団体からの相談に対しては、よ

り適切かつ丁寧に行う。 

対象経費の適否の判定においては慎重に

行う。 
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ことが可能であるか所管課に相談した。 

   これに対し、所管課は、「委託先から借

り入れる形」による事務処理でも問題な

い旨及び当該借入取引を出納簿等に記録

すべき旨回答した。 

   これを受けて、団体が実際に行った処

理は以下のとおり。 

 

   現金等の授受：なし 

   金銭貸借契約書等の作成：なし 

   返済期限：定めていない 

   借入利息：定めていない 

   帳簿記録：令和５年３月 31日付けで費

用及び借入金を計上 

   関連資料：令和５年３月 31日付けの領

収証あり 

    

   団体が、所管課からの回答に基づいて

行った上記の取扱いは、同一の債務の勘

定科目上の操作に過ぎず、対象経費の実

質的な支払があったとは認められない。     

   さらに、当該未払は団体の資金不足を

原因として生じたものとのことである

が、令和５年５月 29 日に当該委託料

（960,000 円）の金額を超える交付金

（1,332,000 円）が精算交付されてい

た。つまり、少なくともその時点で委託

料の支払が可能であったにもかかわら

ず、当該資金によって団体は役員からの

借入金（1,250,000 円）の弁済を行って

おり、当該委託料の実質的な未払状態が

監査時点（令和５年６月 28 日）まで継

続していた。 

 

   このような不適切な状況が生じた原因

は、所管課が、 

   〇団体からの相談に対し、実績報告の

時点で支払の事実を確認できない経費

を対象経費として認めた点 

   〇上記の対象経費について、事後的に
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報告を求めるなど、最終的な支払の事

実を確認しなかった点 

  にある。 

 

   所管課は、個々の経費の性質に応じ適

切に審査を行い、対象経費としての適否

の判定を行われたい。 

 

 

所 管 課 港湾課 

監 査 対 象 団 体 佐賀県伊万里港振興会 

（監査の結果） 

【佐賀県伊万里港コンテナ貨物助成事業負担金関

係】 

（１）負担金交付要綱の改正の検討を要する

ものがあった。 

   団体は、令和４年３月に伊万里港を利

用して輸出を行った業者に対し令和４年

度補助金を交付しており、県は、同補助

に対し令和４年度負担金を交付してい

る。 

   団体の補助金交付要綱には、事業対象

期間が令和４年３月１日から令和５年２

月 28日であると規定されているが、県負

担金の交付要綱には事業対象期間が規定

されていないため、過年度（令和３年

度）である令和４年３月の輸出に係る補

助金に対し令和４年度負担金を交付する

根拠が明らかでない。 

県負担金交付要綱に事業対象期間を規

定することを検討されたい。 

 

 

（措置の内容） 

 

 

〇 事業対象期間を明記することとして令和

６年度の県負担金交付要綱を作成し、令和

６年４月に施行した。 
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所 管 課 ＳＡＧＡスポーツピラミッド推進グループ 

監 査 対 象 団 体 株式会社サガン・ドリームス 

（監査の結果） 

【ＳＳＰ競技伴走育成交付金関係】 

（１）補助金交付要綱に関し、不適切な部分

があった。 

 

   当該補助事業の対象事業者に、消費税

及び地方消費税（以下、「消費税等」と

記載する）の課税事業者が含まれるにも

かかわらず、補助金交付要綱に仕入税額

控除に関する規定が設けられていなかっ

た。 

   団体が補助対象経費に係る消費税等に

ついて仕入税額控除を受けた場合、当該

控除額については団体に経済的負担が生

じないため、経費補助における対象経費

として認めることは不適切である。従っ

て、対象団体が、消費税等の課税事業者

である可能性があり、かつ補助対象経費

に消費税等の課税仕入に該当するものが

含まれ得る場合には、交付要綱において

仕入税額控除に関する取扱いを規定する

必要があった。 

 

   本件では、補助事業者は、上記の不適

切な交付要綱に従い、補助対象経費を税

込の金額で申請し、また当該経費につい

て仕入税額控除を受けていた。これに対

し、所管課は、当該仕入税額控除相当額

を補助対象経費として補助金を交付して

おり、実質的に過大交付となっていた。 

 

（措置の内容） 

 

〇 仕入税額控除に関して規定した補助金交

付要綱に改正し、令和５年 10月２日付けで

関係団体に通知した。 

なお、本件においては、未提出の交付対

象事業があり、その事業が追加提出された

ため、再審査の結果、過大交付とはなって

いない。 
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所 管 課 医務課 

監 査 対 象 団 体 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 

（監査の結果） 

【佐賀県ドクターヘリ運航事業費補助金関係】 

（１）補助金事務に関し、適正でないものが

あった。 

    

   補助対象経費の実支出額の算定方法等

の誤りにより、過大な補助対象経費が記

載された実績報告書について、当該記載

誤りを看過し受理していた。 

当該事象の原因は、所管課が、実績報

告書の審査において、算定の根拠となる

帳票を確認せず、団体の作成した集計結

果のみに基づいて審査していたことによ

る。 

                       

補助対象経費 

 （正） 11,293,035 円  

（誤） 14,588,953 円  

（差額）3,295,918 円 

 

なお、実支出額が基準額を上回ってい

ることから、当該記載誤りは補助金額に

は影響していない。 

   

（措置の内容） 

 

〇  課内において今回の指摘内容を周知し

た。今後は、実績報告書の審査について、

積算方法や考え方など詳細に確認するなど

補助対象経費を精査し、適正な事務処理を

行っていく。 

  

 

 

所 管 課 医務課 

監 査 対 象 団 体 医療法人社団真仁会 

（監査の結果） 

【佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金（令和３

年度分）関係】 

（１）補助事業に関し、団体に対する指導で

不適切なものがあった。 

借入れに伴う抵当権等設定についての

所管課による確認及び指導が不十分であ

ったため、補助事業により整備した施設

に対する抵当権の設定には知事の承認が

必要な旨補助金交付要綱に明記されてい

（措置の内容） 

 

 

〇 令和６年３月６日付けで施設への抵当権  

設定の承認申請書が提出された。 

 

  抵当権については、令和６年３月８日付

けで承認した。 

 

根抵当権については、令和５年 10月 31
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るにもかかわらず、当該医療法人社団

は、知事の承認を得ず、かつ抵当権及び

不特定の債権を担保する根抵当権を設定

していた。  

 

日に解除されたことを確認した。 

 

  今後は、補助事業を行う団体に対し指導

を徹底するともに補助事業完了後（概ね１

年後）、登記簿謄本の提出を求める。 

 

所 管 課 長寿社会課 

監 査 対 象 団 体 学校法人旭学園 

（監査の結果） 

【佐賀県内介護事業所と留学生とのマッチング事業

費補助金関係】 

（１）補助金事務に関し、適正でないものが

あった。 

    

   団体は、補助金交付要綱に従えば入札

によるべきであった下記①の取引に係る

契約先選定において、入札を実施してい

なかった。 

   また、下記②の取引について、補助金

交付要綱において随意契約によることが

可能とされているが、契約先の選定に当

たって２者以上による見積り合わせを実

施しなければならないところ、見積書を

徴取せずに単一業者との随意契約を行っ

ていた。 

   所管課は、団体のこれら不適切な事務

処理を看過していた。 

 

①留学生と県内介護事業所のマッチング

に係る委託（単価契約） 

年間推定金額  

100,000 円（単価）×20人（留学生数） 

＝2,000,000 円 

②留学生募集ＰＲ動画の作成委託   

    予定価格 400,000 円 

 

（措置の内容） 

 

 

○  今後、実績報告書の審査において、追

加で関係資料を取り寄せるなど補助対象

経費を精査し、適正な事務処理を行って

いく。 
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所 管 課 長寿社会課 

監 査 対 象 団 体 一般社団法人佐賀県介護福祉士会 

（監査の結果） 

【佐賀県介護職員キャリア研修事業費補助金関係】 

（１）実績報告書の審査が不十分で過大に補

助金を交付しているものがあった。 

 

   補助対象経費のうち団体の会員に対す

る報償費について、過大に補助対象経費

が算定された実績報告書を十分に確認せ

ず、補助金の額の確定を行い、補助金を

過大交付していた。 

 

                 

   補助対象経費 (関係部分のみ) 

（正） 24,000 円  

（誤）570,240 円 

（差額＝過大交付額） 546,240 円 

     

（２）補助対象経費の認定について検討を要

するものがあった。 

団体は、補助事業に係る事務作業に従

事した役員に対する人件費を補助対象経

費に含めており、所管課はそれを承認し

ていた。 

また、本件では、当該人件費の根拠と

なる規程等も存在しなかった。 

このような状況において、役員人件費

を補助対象経費として認めるのであれ

ば、所管課は、県民に対する説明責任を

果たすため、その根拠を適切に整理する

ことを検討されたい。 

 

（措置の内容） 

 

○ 令和５年 11月 13 日付けで、実績報告

書（訂正）を受領し、速やかに額の再確

定を行い、過大補助金の返還を受けた。 

今後、実績報告書の審査については、

補助対象経費を精査し、適正な事務処理

を行っていく。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今後、人件費を補助対象経費に含む補助

金の審査にあたっては、算定根拠の確認を

行い、適正な事務処理を行っていく。 

また、当該団体に対しては、人件費の根

拠となる規程等の整備を検討するよう指導

を行った。 

なお、規程等は令和６年６月６日に開催

された総会において整備された。 
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所 管 課 こども未来課 

監 査 対 象 団 体 学校法人鳥栖学園 

（監査の結果） 

【佐賀県私立幼稚園運営費補助金関係】 

（１）補助金事務に関し適正でないものがあ

った。 

 

   補助金算定に必要な基準額を算定する

際に、本務教員の勤務月数や処遇改善手

当等の金額が誤って集計された実績報告

書を受領し、補助金額の確定を行い、過

大に補助金を交付していた。 

 

                 

  補助金額  （正）33,300,000 円 

（誤）33,509,000 円 

  （差額＝過大交付額） 209,000 円 

   

 

（２）補助金事務に関し適正でないものがあ

った。 

 

補助金額に影響はないものの、人件費支

出と市町等補助金収入の算定を誤り、補助

事業に要する経費が誤って記載された実績

報告書を受理していた。 

 

 

（３）補助金交付要綱の記載に是正すべき点

があった。 

 

   補助金を算定するに当たり、佐賀県私

立幼稚園運営費補助金交付要綱第４条の

補助事業に要する経費と第５条の定員内

園児数等により算定される基準額のいず

れか低い額を補助金額としているが、こ

のことが補助金額算定に係る同要綱第５

条の条文に記載されていなかった。 

 

（措置の内容） 

 

〇 実績報告書の審査の際には、添付された給

与台帳等により基準額の算定を適切に行う

ようにする。なお、過大交付された補助金は

令和６年６月２２日に県に返還された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 補助事業にかかる対象経費の算定に当た

っては、適切に算定しているか確実に審査

する。 

 

 

 

 

 

 

〇 令和５年 11 月 13 日付けで補助金交付要

綱の改正を行い、同日付けの文書にて各学

校法人あて通知した。 
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所 管 課 
ものづくり産業課（コスメティック構想推進

室） 

監 査 対 象 団 体 
一般社団法人ジャパン・コスメティックセン

ター 

（監査の結果） 

【一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター

運営費負担金関係】 

（１）負担金交付要綱で見直しを検討すべき

ものがあった。 

   負担金事業者は展示会への出展事業

で、出展ブース代金及びエントリー代金

として計 1,034,000 円を支出し、この支

出全額を対象経費として、県、唐津市及

び玄海町（以下「県等」という。）が負担

金を交付している。 

   負担金事業者は、展示会に出展する事

業者３者から出展ブース代金及びエント

リー代金の一部、計 330,000 円を参加料

として徴収しており、その結果、県等

は、負担金事業者が負担した額

（1,034,000 円から 330,000 円を差し引

いた額）以上の負担金を交付している。 

   負担金事業者の実質的な経済的負担額

が県負担金の対象経費となるよう、負担

金交付要綱の見直しを検討されたい。 

 

（措置の内容） 

 

 

〇 負担金事業者の実質的な経済的負担額が

県負担金の対象経費となるよう、負担金交

付要綱を改正し、団体へ通知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 管 課 流通・貿易課 

監 査 対 象 団 体 独立行政法人日本貿易振興機構 

（監査の結果） 

【日本貿易振興機構佐賀貿易情報センター運営負担

金関係】 

（１）県及び独立行政法人日本貿易振興機構

（以下「機構」という。）が締結した協定

には、協定書の記載内容に変更があった

場合、新たな協定を締結する旨規定され

ているにもかかわらず、協定を締結して

いなかった。 

    

平成 26 年４月１日付けで県及び機構が

（措置の内容） 

 

 

〇 独立行政法人日本貿易振興機構佐賀貿易

センターとの新たな協定書を令和５年 11 月

１日付けで締結した。 
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締結した協定の第４項には、「別紙の記載

内容（注：機構佐賀貿易情報センターの運

営経費の負担割合等）に変更が生じた場

合、本協定書を無効とし、新たに協定を締

結するものとする。」と規定されている。

しかし、平成 30 年６月に同センターの運

営経費の負担割合等に変更があったにもか

かわらず、県及び機構は、新たな協定を締

結していなかった。 

 

【経費の負担割合】 

○ 平成 26 年４月締結の協定 

・借館料 

原則として機構と県とで折半。 

ただし、1,597 千円までは全額機構の負

担とし、機構の負担額は 3,194 千円を上

限。 

・人件費 

同センターの所長１名分は機構が負担。

所員１名分は県が負担。 

・事務諸費 

県が 472 千円まで負担。左記金額を超過

する額は機構が負担。 

・事務所運営強化促進費 

   県が負担（682 千円）。 

○ 平成 30（2018）年６月の変更 

・基礎的活動経費（人件費、管理費（事務

諸費、事務所運営強化促進費）及び借館

料）の半額以上を県が負担。 
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所 管 課 農地整備課 

監 査 対 象 団 体 塩田東部土地改良区 

（監査の結果） 

【佐賀県地域農業水利施設ストックマネジメント事

業補助金関係】 

（１）補助金事務に関し、適正でないものが

あった。 

   団体は、補助金交付決定後に補助事業

の内容を変更するに際し、交付要綱に定

められた県の承認を受けていなかった。 

このことについて所管課は、 

  ① 事業年度中に是正の機会があったに

もかかわらず、看過していた。 

     事業年度中に団体から提出された繰

越申請には、事業実施状況に係る情報

が記載されており、それと補助金交付

申請時の事業計画とを突合すれば、事

業内容に変更が生じていることを発

見・是正できたにもかかわらず、看過

していた。 

 

  ② 未承認の追加実施事業を含めた実績

報告書を受理していた。 

    当該補助金の額の確定（監査時点で

は未確定）の根拠となる実績報告書に

ついて、事業内容が補助金交付申請時

の事業計画と異なるにも関わらず受理

していた。計画にない実施事業につい

ては、補助金交付決定の範囲外である

ことから、実績報告書を受理する前に

是正を促す必要があった。 

 

交付申請時の事業内容（計画）： 

制水門１箇所、用水施設２箇所の整備 

 

   実績報告書の事業内容（実績）： 

制水門２箇所、用水施設５箇所の整備 

 

（措置の内容） 

 

 

〇 所轄の農林事務所と農地整備課で適正な

事務処理を行うよう、改めて確認した。ま

た、再発防止のため、所轄の農林事務所で

事業の執行状況を日頃から確認することと

併せて、所轄の農林事務所と農地整備課で

の補助金事務関係のチェックを強化する。 
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【公の施設の指定管理者関係】 

所 管 課 障害福祉課 

監 査 対 象 団 体 社会福祉法人佐賀ライトハウス 

（監査の結果） 

【公の施設の管理（佐賀県立視覚障害者情報・交流

センター関係】 

（１）指定管理事業報告に係る事務手続で不

適切なものがあった。 

佐賀県立視覚障害者情報・交流ｾﾝﾀｰの

管理運営に係る協定書には、県は、指定

管理者から事業報告を受理したときは、

その内容を確認し、その結果を公表しな

ければならない旨規定されているが、公

表していなかった。 

 

 

 

 

 

 

（措置の内容） 

 

 

〇 指定管理者からの事業報告について令和

６年１月 31 日に公表した。 

 

〇 今後は、組織としてのチェック体制を強

化し、適正な事務執行に努める。 

 

 

所 管 課 障害福祉課 

監 査 対 象 団 体 一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会 

（監査の結果） 

【公の施設の管理（佐賀県聴覚障害者サポートセン

ター）関係】 

（１）指定管理委託に係る事務で不適切なも

のがあった。 

   指定管理事業のうち聴覚障害者理解促

進事業について、令和４年度事業計画で

は年 12 回の講演を行うこととしていた

が、新型コロナウイルス感染症流行の影

響により 12 回の講演が１回、しかもイン

ターネットでの開催となり、指定管理に

係る事業費が減少していたが、県はこの

ことを把握していなかった。 

指定管理施設の管理運営に係る協定書

では、委託料を変更する特別な事情が生

じた場合は、県と指定管理者が協議の

（措置の内容） 

 

 

〇 指定管理による事業について事業目的が

達成されるよう適切に履行管理を行ってい

く。 

 

〇 今後、事業内容や事業量に変更が生じる

ことが想定される場合は、指定管理施設の

管理運営に係る協定書に基づき、指定管理

者に対し事前の変更協議を求めることを徹

底する。 
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上、委託料の額を定めることとされてい

る。令和４年度は、新型コロナウイルス

感染症流行という特別な事情により、事

業内容や事業量に変更が生じることが想

定されていたにもかかわらず、指定管理

業務の十分な確認が行われず、協定書に

定める変更協議がなされていなかった。 
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 【関係課関係】 

所 管 課 財政課 

監 査 対 象 団 体 
高島島づくり実行委員会、株式会社サガン・

ドリームス 

（監査の結果） 

【島のおもてなし推進事業費補助金（所管課：さが

創生推進課）、ＳＳＰ競技伴走育成交付金（所管課：

ＳＡＧＡスポーツピラミッド推進グループ）関係】 

（１）補助金等事務の適正化について、検討

を要するものがあった。 

    

   所管課が補助金等の交付要綱を策定す

る際、仕入税額控除に関する規定の要否

を適切に判断できるよう、対策を講じる

ことを検討されたい。 

    

   補助金等の大部分は、団体が補助事業

に費やした経費の金額に対応して補助金

等の金額が決定される。（一般例：補助対

象経費の金額×補助率＝補助金額） 

   ここで、補助対象経費の金額は、団体

に生じた経済的負担の金額であるべきと

ころ、補助対象経費に消費税及び地方消

費税（以下「消費税等」という。）が含ま

れ、かつ当該消費税等について仕入税額

控除を受けた場合、当該仕入税額控除額

分については団体に経済的負担が生じな

いため、以下（ア）又は（イ）のような

方法で補助金等の金額を調整する必要が

ある。 

 

  （ア）あらかじめ、補助対象経費から仕

入税額控除を受ける消費税等の金額を

除く。 

 

  （イ）団体において補助対象経費に係る

仕入税額控除額が確定した後、県に対

しそれを報告させ、必要に応じて対応

する補助金等の金額を返還させる。 

    

（措置の内容） 

 

 

 

〇 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額について適正な取扱いの徹底を図るた

め、補助金等交付要綱準則の一部を改正

し、庁内に周知を図った（令和６年３月 29

日付け財第 1999 号 総務部長通知）。 
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   ここで、佐賀県補助金等交付規則を所

管する財政課では、補助金等における仕

入税額控除の取扱いの適正化を図るた

め、以下のような措置を行っている。 

 

 〇 全庁向け通知文による注意喚起 

   平成 24 年監査年度定期監査結果及び平

成 25年度財政的援助団体等監査結果を受

け発出された「補助金等に係る予算の執

行の適正化について」（平成 26年３月 28

日付け財第 1883 号 財務課長通知）にお

いて、仕入税額控除の適正な取扱いを促

している。 

 

 〇 「補助事業チェックリスト」における

チェック項目の設定 

   補助事業を実施する際に使用する「補

助事業チェックリスト」（庁内イントラネ

ット上に掲載）において、補助金交付要

綱作成に係る確認事項として、仕入税額

控除の取扱いに関する規定の要否の検討

をチェック項目に組み込んでいる。 

 

   しかし、今年度の財政的援助団体等監

査において、補助金等交付要綱に仕入税

額控除に関する規定を設けるべきである

にもかかわらず、設けられていなかった

事例が２件発見され、また同様の事例が

過年度の同監査においても散見されてい

る。 

 

   先述の措置にもかかわらず、補助金等

事務における不適切な取扱いが散見され

ていることや、インボイス制度の導入に

より課税事業者の増加が予想される状況

を踏まえ、財政課においては、例えば消

費税の基本的な考え方と、それに対応し

た仕入税額控除規定の必要性を学習する

機会を創出する（通知、庁内イントラネ

ット掲示板への掲示、研修等）などの方
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法により、職員が補助金等における仕入

税額控除の取扱いに関する判断を適切に

行うことができるよう、対策を講じるこ

とを検討されたい。 

 

 


